
（単位：千円）

民間保育所運営費 7,802,580 5,298,029 819,218 1,685,333 455,654

施設型・地域型保育給付事業 4,152,543 3,178,485 0 974,058 974,058

子育てのための施設等利用給付事業 272,539 224,164 0 48,375 48,375

私立幼稚園運営助成事業
（一時預かり事業実施）

22,676 15,118 0 7,558 7,558

公立保育所・認定こども園運営事業 1,534,920 25,950 210,434 1,298,536 1,298,536

公立幼稚園運営事業 235,243 66,093 6,424 162,726 162,726

民間保育所施設整備等助成事業 453,914 398,181 44,500 11,233 11,233

民間認定こども園施設整備等助成事業 724 483 100 141 141

放課後児童クラブ実施事業 1,383,925 862,959 0 520,966 520,966

地域子育て支援拠点事業 107,808 60,678 0 47,130 47,130

市立短期大学入学金等無償化 16,279 0 0 16,279 16,279

国民健康保険事業特別会計繰出金
（国の保険料軽減制度拡充分）

891,575 668,680 0 222,895 222,895

介護保険事業特別会計繰出金
（介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化分）

579,069 434,301 0 144,768 144,768

小児慢性特定疾病医療支援事業 142,850 65,340 0 77,510 77,510

国民健康保険事業特別会計繰出金
（国の財政安定化支援分）

656,072 0 0 656,072 86,234

介護保険事業特別会計繰出金
（１号保険料軽減強化分を除く法定分）

5,300,183 0 0 5,300,183 696,658

後期高齢者医療療養給付費負担金（法定分） 4,752,844 0 0 4,752,844 624,716

28,305,744 11,298,461 1,080,676 15,926,607 5,395,437

※充当事業は国の資料等を参考に抽出
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当表

　消費税率等引き上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金を含む）については，「消費税法第１条第２項に規定する経費

その他の社会保障施策（社会福祉，社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費」に充てることが「地方税

法」上明記されています。

　令和２年度の倉敷市一般会計での充当状況については以下のとおりです。
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